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釧路信用金庫本店

名　　　称 ／ 釧路信用金庫

本店所在地 ／ 〒085-0015 

　　　　　　　釧路市北大通8丁目2番地

　　　　　　  TEL.0154-23-0111

創　　　立 ／ 大正14年5月

店　舗　数 ／ 19店舗

会　員　数 ／ 14,683人

出　資　金 ／ 706百万円

預　　　金 ／ 169,041百万円

貸　出　金 ／ 99,053百万円

職　員　数 ／ 158人

金庫の概要（平成20年3月31日現在）
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地域密着型金融に関する取組み12～14

釧路信用金庫と地域社会10～11

不良債権等への対応8～9

リスク管理態勢・コンプライアンス態勢5～7
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ごあいさつ・金庫の概要1

　平素は、釧路信用金庫に格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。

　本年も、皆様に当金庫の経営内容についてご理解を深めていただくために、「釧路信用金庫ディ

スクロージャー2008」を発行致しました。

　当金庫の経営方針や事業概況、財務内容、地域貢献活動などについて取りまとめましたので、ご

高覧頂ければ幸甚に存じます。

　今後とも、変わらぬお引き立てを賜りますよう心からお願い申し上げますとともに、皆様の一層のご

健勝をお祈り申し上げ、ご挨拶と致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　    平成20年7月

理 事 長

ご あ い さ つ
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あ    す

平成19年度事業概況

　これは、私たちの哲学であり、思想です。釧路信用金庫は、この地域の人達の相互扶助

精神のもとで生まれ育まれた金融機関です。

　私たちは、故郷であるこの地域を心から愛し、地域の発展とそこに住む人達の心豊かな

未来のために、奉仕を続けることが使命であることを表しています。

この地域を愛し、豊かな未来を創造します。

輪の中に、地元のシンボルである丹頂をデザイン化したもので、輪は、地元とのふれあい、
親しみの輪、円満を、丹頂は、大空に向かって力強く、大きく飛躍する姿を表し、地元と共に
大きく躍動、飛躍する姿を表現したものです。

■シンボルマーク Symbol Mark

ま            ち あ           す

経営理念

　平成19年度の日本経済は、大手製造業とりわけ輸出関連企業を中心に景気の回復傾向が続きまし

たが、地域経済への波及は限定的であり、しかも原油など資源価格の高騰やサブプライムローン問題を

起因とする国際的な景気減速懸念に加え、建築基準法改正に伴い建築着工が落ち込むなど、今後の

中小企業の業況悪化が広く懸念されるところであります。管内の状況についても、基幹産業の停滞が

続いているほか、観光や個人消費についても弱めの動きが続いております。

　金融環境面では利用者保護、利用者重視の行政が進められ、金融商品取引法や監督指針などにお

いて法令等遵守態勢の強化による適切な業務運営が求められるとともに、平成19年10月のゆうちょ銀行

の発足に加えて平成20年10月には政府系金融機関の統合・民営化が予定されているほか、異業種か

らの金融業への参入など金融機関相互の競争は熾烈化し経営環境は一段と厳しくなっております。

　こうした情勢を踏まえて、当金庫は新3カ年経営計画「釧路しんきん未来への創造2006」の中間年度

として、「安定した収益力の確保・経営管理態勢の取組強化」を事業計画の基本方針と定め、各種施

策に取り組みました。金融行政の重点政策の一つである利用者保護に関しては、金融商品取引法の

施行により利用者への説明・苦情処理態勢やコンプライアンス態勢の強化が一層求められていることか

ら、平成19年4月に法務管理部とCS推進部を新設し、会員顧客の負託に応えるべく本部機能の充実を

図るなど、この地域になくてはならない金融機関として役職員一丸となって推進してまいりました。

事業方針ならびに金融経済環境

　預金については、低金利時代のタイムリーな商品として特別金利定期預金「夢浪漫」を発売、また恒

例となった年金相談会等を通して年金受給口座の増強を図り、公共料金、給与振込み等の基盤拡充

商品の強化活動を積極的に展開した結果、期中平均残高で170,582百万円、前期と比較して4,530百

万円、2.72%の増加となりました。

　貸出金は、住宅ローンを中心とした個人向けローンや事業性資金にも積極的に取り組んだ結果、

期中平均残高は96,399百万円と2,259百万円、2.40%の増加となりました。預金に占める貸出金の割

合を示す期中平均残高預貸率は56.51%と資金需要低迷下にあっても道内トップクラスの水準を維

持することが出来ました。

　収益面では、経常収益は3,953百万円と前期比117百万円の増加となりましたが、預金利息の増加

や保有有価証券の減損処理など費用増加により、経常利益は前期比192百万円減少の262百万円、

当期純利益でも前期比139百万円減少の154百万円を計上する決算となりました。

業 績

○質の高い金融サービスの提供に努め、地域社会の繁栄に貢献します。

○業績の向上に努め、健全で信頼される金庫を創ります。

○確かな能力と豊かな人間性を兼ね備えた、創造的な人材を育成します。

○生きがいのある職場を創り、職員の幸せと夢を育てます。

基本方針

経営理念・基本方針
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リスク管理態勢について

　平成20年度の地域経済は、基幹産業の停滞や公共工事の縮減に加え、出口の見えない管内人口の

減少やこれらを背景とする個人消費の低迷などからも引き続き厳しい状況が続くことが懸念されます。

　当金庫においても、管内景況を反映して景気の先行き不安感から資金需要に力強さが見られず、顧

客獲得競争の激化や預金金利の上昇から利鞘も縮小傾向にあり、収益力の維持・確保は最大の経営

課題となっております。他方、金融サービスの提供のみならず、環境問題を含め、安心して暮らし続けら

れる地域社会への貢献を果たすことが、当金庫の使命・役割であると考え、「安定した収益力の確保・

持続可能な地域社会への貢献」を平成20年度事業計画の基本方針と定め、重要課題に「地域密着型

金融の推進」と「環境問題への取組推進」を掲げ、地域金融機関としてその責務を果たしてまいりたい

と考えております。

事業の展望及び当金庫が対処すべき課題

平成19年度事業概況

単　位 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成19年度

最近5年間の主要な経営指標の推移

3,549,189

319,702

230,540

706,179

1,412,359

6,860

163,363

153,912

98,443

39,533

10.35

20

175

3,784,412

292,342

206,451

706,179

1,412,359

7,090

166,425

157,076

96,253

46,393

10.60

20

163

3,851,010

789,045

490,348

706,179

1,412,359

7,036

173,759

163,145

95,497

45,950

11.12

20

159

3,953,547

262,759

154,188

706,179

1,412,359

7,243

177,908

169,041

99,053

54,246

10.75

20

158

平成18年度

3,836,202

455,174

293,868

706,179

1,412,359

7,361

178,232

169,053

97,772

48,480

10.91

20

162

経 常 収 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

出 資 総 額

出 資 総 口 数

純 資 産 額

総 資 産 額

預 金 積 金 残 高

貸 出 金 残 高

有 価 証 券 残 高

単 体 自 己 資 本 比 率

出資1口当たり配当金

職 員 数

千円

千円

千円

千円

口

百万円

百万円

百万円

百万円

百万円

％

円

人

リスク管理態勢・コンプライアンス態勢

　金融の自由化・グロ－バル化やＩＴ技術の進展などにより、金融機関を取り巻く環境は大きく変化してきて

おり、またお客さまのニーズの多様化・高度化などに伴い、金庫が直面するリスクも多様化・複雑化しており

ます。金融機関経営においては、様々なリスクを的確に把握したうえで管理する一方、リスクに見合った適正

な収益を確保することが従来にも増して重要になってきております。

　このような環境のなか、当金庫は各種リスクの所在を正確に把握し、統合的なリスク管理の実現に向けて、

体制整備・インフラ整備を進めております。

 リスク管理態勢の整備状況
■当金庫の業務運営におけるリスク管理の基本指針である「総合リスク管理規程」を制定し、各リスクの所在と
　区分を定義しております。また、経営企画部を統括部署として各リスクの主管部署及び管理における職員の　
役割と責任を明確にしております。
■「総合リスク管理規程」に基づき、経営陣の積極的な関与のもと、各リスク管理方針、諸規定等の整備、リスク
　管理手法・コントロール手法の高度化への取組み、及びそのノウハウの蓄積と活用を行っております。

 信用リスク管理
　信用リスクとは、お取引先や有価証券の発行体が、業況悪化などの原因により、約定通りの利息支払や元金　
　返済ができなくなることで、金庫が損失を被るリスクをいいます。

■信用リスクの大半は貸出資産が占めており、この健全性を確保することが信用リスクを管理する上で最も重要な
　課題となっております。また、厳格な資産査定を行い、その結果に基づき適正な償却・引当を実施しております。
   〔与信案件審査〕
　貸出案件の審査におきましては、まず資金使途を十分確認したうえで、お取引先の財務状況や返済能力、保全 
　状況を調査し、さらに業界の動向や成長性、お取引先の競争力や経営管理能力など総合的な評価に基づき、
　的確かつ厳正な判断を行い、健全な資金需要に対して円滑な資金供給が行えるよう努めております。
　また、内部研修・外部研修、審査トレーニーの継続的な実施や財務分析システム・不動産担保評価システムの
　導入などを行い、信用リスク管理能力の向上にも努めております。

 市場関連リスク管理
　市場関連リスクとは、市場のリスク要因の変動により、保有する資産（オフ・バランス資産を含む）の価値の変
　動により、損失を被るリスクをいい、金利リスク、価格変動リスク、為替リスクの3つのリスクからなります。

■金融機関の資産・負債には預金、貸出、有価証券など市場リスクを含む様々な商品があり、また為替取引やデリ
　バティブ取引などのオフ・バランス取引も市場リスクを内包しております。当金庫では、オン・バランス取引及　
びオフ・バランス取引にかかるリスクを合算し、各種分析・計測に基づき金庫全体のリスクを管理しております。
　さらに当金庫では、市場価格の変動に対して効率的かつ適切に対応するため、担当役員及び関係部で構成す
　るリスク管理委員会を定期的に開催し、市場リスクの把握と資産・負債のバランス調節の検討を行い、その結
　果等は定期的に経営陣に報告され、経営判断に活用される体制となっております。
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リスク管理態勢・コンプライアンス態勢

 流動性リスク管理
　流動性リスクには、資金調達力の低下、また予期せぬ資金流失等による資金不足や高金利での資金調達によ
　り、金庫が損失を被るリスク（資金繰りリスク）と市場流動性リスクがあります。

■資金繰り対策としては、資金証券部を資金繰り担当部署とし、日々の資金繰りを管理しております。また、定期
　的に開催されるリスク管理委員会において、資金繰りの状況、運用・調達のバランス、金利動向を把握・分析し、
　円滑な資金繰りが行えるよう万全を期しております。市場流動性リスクについては市場関連リスクの中で管　
理しております。

 事務リスク管理
　事務リスクとは、金融機関取引において発生する事務を適切に処理しなかったためにお客さまにご迷惑をか
　けることや不正により、その結果、金庫が損失を被るリスクであります。

■当金庫では、お客さまからの信頼を維持・向上させていくため、職員各々が常に基本に正確な事務を心がけ、事
　務処理の厳正化に努めております。さらに事務統括部による営業店への定期的な臨店事務指導や監査部によ
　る営業店に対する立ち入り監査・店内検査等を通して、事務事故の防止と事務水準の向上に努めております。

 システムリスク管理
　システムリスクとは、コンピュータシステムのダウン、誤作動、不備あるいはコンピュータシステムが不正使用
　されること等により、金庫が損失を被るリスクをいいます。

■当金庫では、コンピュータ事故防止対策として、不正アクセスやウイルスの侵入防止を目的とした安全対策を
　実施しております。また大規模地震などの災害対策のため、平成15年8月より「コンピュータシステム障害　
時の対応計画」（コンティンジェンシープラン）を当金庫の「緊急時対応計画」に盛り込み、無用の混乱や関連　
リスクを回避ないし極小化し迅速かつ効率的に復旧に努めて、万一の障害の発生に対し業務継続の対応策と　
して制定し、お客様や金庫の財産・資源を守るための整備を行っております。

 法務リスク管理
　法務リスクとは、取引上の契約等において法律関係が確定的でないことや、法令・ルールなどの遵守（コンプ
　ライアンス）状況が十分でないことなどにより金庫が損失を被るリスクをいいます。

■金融機関経営においては、規制緩和により業務の自由化・多様化が進展する一方で、自己責任が強く求められ
　てきております。このような環境のもと、当金庫では、法務リスクの管理部署として平成19年4月に「法務管
　理部」を設置し、基本方針の策定及びコンプライアンスマニュアルの整備などを行うとともに、店内コンプラ
　イアンス勉強会なども指導しております。さらに、法務管理部は法律問題に対し調査・研究・指導を行い、必要
　に応じて法律専門家の意見を聴取する体制をとっており、金庫内の法務リスク管理をサポートしております。

〈利用者保護への取組み〉

 顧客説明態勢及び相談・苦情等への対応
　当金庫は、ご利用頂くお客様を保護するため、ご説明を要するすべての取引や商品の内容につきましては、お
客様のご理解やご経験及びご資産の状況等に応じた適正な情報提供と商品説明を行っております。

1．与信取引につきましては、ご契約内容等のご説明及びお客様のご理解とご納得を得たご契約意思の確認を
　周知徹底しております。
2．預金等の受入れにつきましては、ご契約内容等を記載した「商品概要説明書」等を店頭やロビーに備え置き
　し、適切な情報提供や預金保険制度等の重要事項についてのご説明を周知徹底しております。
3．リスク性金融商品につきましては、お客様がその金融商品の仕組みやリスク等の重要事項を十分に理解する
　に足りるだけのご説明をするよう周知徹底しております。

お客様からのご相談・苦情等につきましては、各店舗に設置の「お客様の声ポスト」や、ホームページ上の「ご意
見・お問い合せコーナー」等を通じて申し受けており、公平・誠実な対応と迅速な解決に取り組んでおります。

 個人情報保護について
　当金庫は、お客様からの信頼を第一と考え、「個人情報保護法」およびその他の関係法令等を遵守のうえ、
個人情報の適切な管理を行っております。

1．個人情報保護の重要性の観点から常務会直結の「個人情報保護管理委員会」を設け、当金庫役職員等にお
　ける個人情報保護の周知徹底を図っております。
2．当金庫で使用されているパソコン全台の適正な運用管理および誤操作による個人情報流出等の防止を図る
　ため、ICカードを利用した個人認証セキュリティシステムによる厳格なパソコン管理を行っています。また、「コ
　ンピューター管理要領」および「電磁的記録管理要領」を制定して、システムネットワークのセキュリティ管理
　も徹底しております。
3．郵便物等の発送・受領確認について検証方法の手順書を制定し、個人情報の保護管理を徹底しています。
4．個人情報の「取得」「利用」「正確性の確保」「開示・訂正・利用停止」「安全管理」等に係る具体的な取り組み
　方針につきましては、「個人情報保護宣言（プライバシーポリシー）」として、当金庫ホームページならびに各　
営業店の店頭にて公表しております。

コンプライアンス（法令等遵守）態勢について

　コンプライアンスとは、法令やルールの厳格な遵守により、企業に求められる社会的責任をまっとうすること
を意味します。
　当金庫におきましては、金融機関に求められる社会的使命・公共性を常に認識し、地域金融機関としての責
務をまっとうするために、役職員一人ひとりの高い倫理観と使命感の醸成を行い、コンプライアンス（法令等遵
守）を大前提にした金融機関業務の運営を日頃より遂行しております。

コンプライアンス（法令等遵守）とは

　コンプライアンスの統括部署は「法務管理部」として設置されており、「コンプライアンスを実現させるため
の具体的な実践計画（コンプライアンスプログラム）」の策定、より高度な企業倫理を求めるための金庫役職
員が守るべき「倫理綱領」の策定、業務の適法性チェック、関連規程の整備などを行い、法令やルールの遵守
を組織全体に周知徹底させております。
　また、全ての部及び支店においてはそれぞれ、「コンプライアンス推進責任者」を配置しており、統括部署と
の連携の下、担当部署の中心となり、研修を行うなど、コンプライアンス態勢の強化を図っております。
　また、「情報ホットライン」の設置により、法令やルールに従った正確な事務処理の確保に努めております。
　当金庫はこれからも一層の態勢の整備強化を推進して参ります。

当金庫におけるコンプライアンス態勢
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